
明石市中小企業ジェンダー平等促進事業 

事 業 実 績 報 告 書 

                       令和 ５年  １１月  ２８日 

 明石市長 様 

 

所 在 地   〒673-8686 明石市中崎 1-5-1 

名 称  株式会社 AKASHI 

代表者氏名 代表取締役 明石 太郎 

 

令和 ５年 ９月 １２日付で交付決定を受けた明石市中小企業ジェンダー平等促進

事業について、次のとおり完了したので、明石市ジェンダー平等促進助成金交付要綱

第８条の規定により、その実績を次のとおり報告します。 

１ 実 施 事 業 
（実施した内容いずれかに☑してくだい） 

   

２ 事 業 完 了 日      令和 ５年  １１月  ２７日  

３ 助成金交付決定金額 ４０,０００円       

４ 助成金精算金額 ４０,０００円 

５ 事業の実施内容及

び成果 

就業規則に下記の項目を追加しました。 

・職場のパワーハラスメントの禁止 

・セクシュアル・ハラスメントの禁止 

・妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止 

・性的指向・性自認等に関するハラスメントの禁止 

・育児・介護休業、子の看護休暇等 

６ 添 付 書 類 等 

(1) 作成又は変更を行った就業規則 

(2) （別紙様式）「就業規則の作成または変更に伴う従業員への周知

報告書」 

(3) 作成又は変更を行った就業規則を労働基準監督署へ届け出

たことを証する書面 

(4) 領収書の写しなど対象経費の支払いを証する書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 

□ 就業規則の作成  □ 就業規則の変更 ✔ 

記入例 

※明石市から送付する「助成金交付決定書」に記載

（不明の場合は空けておいて下さい）。 

※労働基準監督署へ届出し、事業所内での周知が完了

した日をご記入下さい。 


